
平成２３年度実施（平成２４年度採用） 

 

西三河農業共済組合職員採用試験案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受付期間 平成２３年９月２６日（月）～１０月７日（金） 

第 1 次試験日 平成２３年１０月２３日（日） 

試験会場 ＪＡあいち中央安祥支店 

                     

 

           問 い 合 わ せ 先 

西三河農業共済組合 事業 1課総務班 

 

〒446-0023 安城市上条町経根 19 番地１ 

ＴＥＬ ０５６６－７７－３２２０ 

※土曜、日曜は休みとなっております。 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL  http://www.nosai-nishimikawa.or.jp/ 

西三河 



平成２４年度採用 西三河農業共済組合職員採用試験実施要項 

 

 

１ 採用予定人員及び職務内容 

採用予定人員    職    種    職  務  内  容 

 

３名程度 

  

事  務  職 

農業共済事業に関する加入促進、 

引受事務、被害調査及び損害防止 

事業などの事務 

 

２ 受験資格 

   年    齢      学 歴 ・ 免 許 等 

  

昭和５１年 4 月 2 日以降

に生まれた人 

○ 4 年制大学を卒業した人又は、平成２４年 3

月までに卒業見込みの人 

○ 普通自動車運転免許を保有している人（ＡＴ

限定免許可） 

※ 次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

(1) 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む） 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人 

 

３ 受験手続 

手続項目         手 続 内 容 等 

受付期間 平成２３年 9 月２６日（月）～１０月７日（金） 

第１次試験用 

提 出 書 類 

○ 西三河農業共済組合職員採用試験申込書 1 通 

○ 顔写真（縦４ｃｍ、横３ｃｍ、正面向、脱帽） 2 枚 

  ・うち 1 枚は、採用試験申込書に貼って提出してください。 

 

 

申込方法 

○ 直接本組合に持参する場合の受付時間は、午前 8 時 30 分

～午後 5 時 15 分（土・日曜日除く） 

○ 郵送の場合は、角型２号封筒に提出書類を折らずに入れ、

簡易書留にて郵送してください。（裏面に住所、氏名記入） 

  受付期間内の消印のあるものに限り受け付けます。 

 提出又は 

郵 送 先 

 〒446-0023 安城市上条町経根１９番地１ 

    西三河農業共済組合 事業 1 課総務班 

受験票の交付  １０月中旬に郵送します。第 1 次試験日の 1 週間前までに

到着しないときは、必ずお問い合わせください。 



４ 試験の期日、日程、会場、合格発表、及び提出書類 

試験区分    期日・日程 会  場 合格発表 

 

 

 

第 1 次試験 

１０月２３日（日） 

午前 9時 15分～9時

45 分 受付 

午前 10 時～正午 

筆記試験 

（昼食は各自用意） 

午後 1 時～ 

集団面接 

 

JA あいち中央 

安祥支店 

安城市安城町宮池 

１８番地１ 

名鉄西尾線「南安城駅」

から徒歩約 10 分 

  

１１月上旬に 

第１次試験の受

験者全員に合否

の結果を通知し

ます。 

 

 

第２次試験 

 

 

 

１１月下旬 

 小論文 

個人面接 

西三河農業共済組合 

安城市上条町経根 

１９番地１ 

名鉄西尾線「南安城駅」

から徒歩約 15 分 

 １２月上旬に

第 2 次試験の受

験者全員に合否

の結果を通知し

ます。 

第 2 次試験用 

提 出 書 類 

○ 大学の卒業証明書又は、卒業見込証明書 

○ 大学の成績証明書又は、在学成績証明書 

※第１次・第２次試験の提出書類は、一切返却しません。 

 

 

５ 試験内容 

 試験区分 試験種目 試 験 内 容 

 

第 1 次試験 

筆記試験 

 

言語や文章の意味の理解力、数的処理力、並 

びに論理的思考力をみる択一式試験及び適性検査 

集団面接  受験者数人ごとに面接 

 

第２次試験 

小論文  当日会場でテーマを指定して、文章による表現

力、理解力等をみる記述試験 

個人面接 受験者１人ずつと面接 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（ 参 考 事 項 ） 

 

◇ 給 与 

(1) 給 料  ４年制大学卒 初任給１７８，８００円） 

 ・平成２３年４月１日現在のもので制度改正、社会経済情勢の変化に応

じて改定されます。 

  ・なお、職務経験等を有する場合は、規則に従って給料が増額される場

合があります。 

(2) 手 当 

 ・扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末勤勉手当等が 

 それぞれの支給要件に応じて支給されます。 

 

◇ 勤務時間及び出勤日  

(1) 勤務時間 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

 ・ただし、社会情勢により変更する場合があります。 

(2) 出勤日 原則として月曜日から金曜日（週休２日制） 

 

◇ 勤務地 次の(1)～(2)のいずれかとなります。 

(1) 本      所 安城市上条町経根１９番地１ 

(2) 豊田みよし出張所 豊田市小坂本町１丁目５１番地 


